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駅前等再開発特別委員会記録

１．会議日時

平成１７年１１月２２日（火）午前１０時　４分　開会

　　　　　　　　　　　　　　午後　０時１１分　閉会

１．場所

第二委員会室

１．出席委員

委 員 長 藤浦雅彦  副委員長 渡辺慎吾  委　　員 木村勝彦

委　　員 柴田繁勝  委　　員 野口　博  委　　員 山本善信

１．欠席委員

なし

１．説明のため出席した者

市　長　森山一正 助　役　小野吉孝

市長公室理事　北野正明 同室参事　小山和重 政策推進課参事　吉田和生

生活環境部長　前田宜伸 同部次長兼自治振興課長　大場房二郎

同部参事兼環境対策課長　前川　弘

都市整備部長　岩田延弘 同部次長兼都市計画課長　粟屋保英

まちづくり支援課長　土井正治　　同課参事　山本莊一

１．出席した議会事務局職員

事務局次長　野杁雄三 同局書記　湯原正治

１．審査案件

　　認定第１号　平成１６年度摂津市一般会計歳入歳出決算認定の件所管分
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（午前１０時４分　開会）

○藤浦委員長　ただいまから、駅前等再

開発特別委員会を開会します。

　理事者からあいさつを受けます。

　森山市長。

○森山市長　おはようございます。

　時節柄、何かとお忙しい中、本日は駅

前等再開発特別委員会をおもちいただき

まして、大変ありがとうございます。

　本日は、平成１６年度摂津市一般会計

歳入歳出決算認定の件所管分についてご

審査をいただくわけでございますが、ど

うぞ慎重審議のうえ、ご認定賜りますよ

うよろしくお願い申し上げます。開会に

当たり、一言ごあいさつといたします。

　なお、私は一たん退席いたしますけれ

ども、在庁いたしておりますので、どう

ぞよろしくお願いいたします。

○藤浦委員長　あいさつが終わりました。

　本日の委員会記録署名委員は、木村委

員を指名します。

　暫時休憩いたします。

（午前１０時５分　休憩）

（午前１０時６分　再開）

○藤浦委員長　再開します。

　認定第１号所管分の審査を行います。

補足説明を求めます。北野理事。

○北野市長公室理事　おはようございま

す。

　認定第１号、平成１６年度摂津市一般

会計歳入歳出決算のうち、市長公室所管

分に係る部分につきまして、目を追って

補足説明をさせていただきます。

　歳出でございますが、決算書の９２ペー

ジをお開き願います。あわせて、事務報

告書の１５ページに記載いたしておりま

すので、ご参照願います。

　款２、総務費、項１、総務管理費、目

６、企画費、節１３、委託料につきまし

ては、南千里丘まちづくり構想の検証に

伴い、ふれあい広場の用地活用にかかわ

ります土壌調査を実施いたしたものでご

ざいます。

　以上、決算内容の補足説明とさせてい

ただきます。

○藤浦委員長　前田部長。

○前田生活環境部長　おはようございま

す。

　認定第１号、平成１６年度摂津市一般

会計歳入歳出決算のうち、生活環境部所

管分につきまして、目を追って補足説明

をさせていただきます。

　歳出でございますが、１５０ページ、

款３、民生費、項４、生活文化費、目１、

生活文化総務費の積立金は、総合福祉会

館再整備基金積立金の預金利息で、基金

に組み入れたものでございます。

　次に、１５８ページ、款４、衛生費、

項１、保健衛生費、目５、環境政策費の

うち、環境アセスメント事業として、吹

田貨物ターミナル駅建設事業に係る環境

影響評価準備書等について、市としての

意見を取りまとめるに際し、学識経験者

で構成する環境影響評価審査会において、

技術的見地から検討していただき、計１

１回の審査会を開催し、平成１６年７月

９日に準備書に対する答申をいただいた

ものでございます。

　なお、平成１６年度では、計２回の審

査会を開催いたし、それに伴う委員報酬

と審査会開催賄いでございます。

　以上、簡単でございますが、歳出決算

の補足説明とさせていただきます。

○藤浦委員長　岩田部長。

○岩田都市整備部長　おはようございま

す。

　認定第１号、平成１６年度摂津市一般

会計歳入歳出決算のうち、都市整備部に

おける内容につきまして、目を追って主

なものについて補足説明をさせていただ
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きます。

　まず、歳入でございますが、歳入につ

いてはございません。

　次に、歳出でございますが、摂津市一

般会計歳入歳出決算書の１８８ページを

お開き願います。

　事務報告書につきましては、１９３ペー

ジに記載いたしておりますので、ご参照

を願います。

　款７、土木費、項４、都市計画費、目

１、都市計画総務費では、執行率９３．

５％でございます。

　詳細につきましては、決算概要１１１

ページから記載いたしておりますので、

ご参照を願います。

　節９、旅費のうち、シビックゾーン周

辺等まちづくり構想調査事業における普

通旅費でございます。

　節１１、需用費のうち、シビックゾー

ン周辺等まちづくり構想調査事業におけ

る印刷製本費でございます。

　１９２ページ、目２、街路事業費では、

執行率９７．９％でございます。

　節８、報償費のうち、阪急正雀駅前地

区整備支援事業における報償金でござい

ます。

　節９、旅費のうち、阪急正雀駅前地区

整備支援事業及び吹田操車場跡地利用検

討事業における普通旅費でございます。

　節１１、需用費のうち、阪急正雀駅前

地区整備支援事業及び吹田操車場跡地利

用検討事業における印刷製本費でござい

ます。

　１９６ページ、目６、再開発事業費で

は、執行率４４．１％でございます。

　詳細につきましては、決算概要１１５

ページに記載いたしております。

　節９、旅費は、千里丘西地区市街地再

開発支援事業における普通旅費でござい

ます。

　以上、決算内容の補足説明とさせてい

ただきます。

○藤浦委員長　説明が終わりました。質

疑に入ります。どなたか、質疑はござい

ませんでしょうか。野口委員。

○野口委員　最初に、千里丘西地区再開

発関連についてお尋ねしたいと思います。

　最後に補足説明がありました決算概要

で、１１５ページのところに普通旅費と

印刷製本費ということで予算が執行され

ておりますが、いつも西口の開発につい

ての状況をお聞かせをいただくんですけ

ども、２番目に土地を持っている方が現

状の中で開発に、より積極的だというこ

とで、その関係で鶴野のゴルフ場もマル

ハンに売却ということなども、ちょっと

耳に入ってまして、そういうことで資金

集めをしながら、いろいろ開発を進めて

きたような話が、うわさでも入ってきて

ますが、いわゆる全体の３分の１を持っ

ている土地の所有者との関係も含めて、

この現状、どういうふうになっているの

か、一度お聞かせをいただきたい。

　それと、平成１６年８月の財源不足額

の積算ときに、資料として１８事業が提

示されてますけども、西口の開発につい

て、全体面積１．５ヘクタールの開発を

するとした場合、全体工事費６０億円と

して、市の負担が２０億円という数字が

出てましたけども、あそこの三角地では

約２．３ヘクタールと思うんですけども、

今後のいろんな財政見通しの関係もあり

ますので、もし三角地が組合施工で今後

進むとした場合、市の負担は大体どのく

らいに概算として見たらいいのか、ちょっ

とこの際、お尋ねもしておきたいと思い

ます。

　以上、西口関連は２点。

　それと、南千里丘の開発、シビックゾー

ンの関係で、平成１６年度は普通旅費だ
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とか、印刷製本費等々、阪急の方ではセ

ミナーを２回開くとか、いろいろ作業と

しては少ない費用で進めてきているわけ

ですけども、いわゆる南千里丘開発の状

況といいますか、この前、１０月に説明

があって、ＳＰＣ方式で行うということ

がありました。

　そのときに木村委員にも「晩秋」とい

うお言葉で１１月いっぱいということで

答弁がありました。きょうは１１月２０

日過ぎでありますので、そろそろそうい

う方式も含めて、この開発のやり方とし

て大体決まりつつあるというふうに受け

とめているわけですけども、なかなか詳

しいところまでは公にできないかもわか

りませんけども、その関係でＳＰＣの絡

みの話ですね。

　例えば今、阪急だとか、ダイヘン、摂

津市が入って、この説明があったような

開発の大枠を決めてますね。そういう開

発に対して、その開発をコーディネート

するＳＰＣが入ってくると。そこが資金

集めから計画、立案、運営までやってい

くという、こういう役目だと思いますけ

ども、その中で摂津市の負担がどうなる

のかというのが、一番の関心事でありま

す。

　過去、昨年の３月に出した構想案では、

第１ステージで市の負担は１４億４，６

００万円、第２ステージ、これは１０年

後の橋上駅の関係ですね、連立立体、こ

れが５５億円、その他を合わせて７８億

円を超える負担が提示をされて、仮称の

コミュニティプラザに係る費用を除いて

全体工事費が３６８億円のこういう数字

が示されたんです。

　そういう、過去示された数字が、この

ＳＰＣが入るやり方であったとした場合

に、どういうふうに大枠として予算的に

入ってくるのか。その辺もあわせて進め

て、示していただきたい。

　それと、助役の方で、駅設置で連続立

体交差の事業認可という流れでいった場

合に、府下的にランクが高いということ

をいつも答弁なさってるわけですけども、

その辺の具体的な大阪府下、こういうと

ころが開発計画があって、摂津市がその

中でこういう状況ですよという、そうい

う府下的な状況を踏まえて、その根拠に

ついて、ひとつお示しをいただきたいと

思います。

　吹田貨物駅の問題です。平成１６年度

は、環境影響評価審査委員会のいろんな

会合を持ちながら、８月には市長の意見

書がまとめられたということで、その後

の評価書に作業としては流れていったわ

けであります。

　前回も一度お尋ねをしましたけども、

基本協定書の中身について、前回、取り

組み状況の報告がありました。その関係

で、大阪市内の２分の１問題です。

　百済の方で前回の説明では、東住吉地

区の方、平野地区の方、移転を前提で要

望書なり、いろんな動きが立ち上がって

いるという話でありましたけども、もう

ちょっとその辺の中身について、わかる

範囲でお示しをいただきたい。

　それと、１１月の前半に吹田市長が評

価書に対する３万人を超える吹田市民の

意見書を受けて、現時点での意見書が発

表されました。

　ちまたでは、年度内に着工合意をする

のではないかという動きもありますし、

そういう時点に一応来ておりますが、い

つも貨物量２分の１の問題と着工合意の

問題について質問したら、はっきり決ま

らなければゴーサインは出さないんだと

いう話でありました。その辺の確認です。

　先週、協定書に基づく取り組み状況の

報告がありましたけども、ちょっと文面
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上、わからない部分がありますので、再

度、２分の１の最終確認がちゃんと明ら

かにならなければ摂津としてゴーサイン

を出さないのかという問題について、ちょっ

とわかりやすく説明をいただきたい。

　それと、初歩的な問題ですけども、貨

物取り扱い量の問題ですね。前回いただ

いた大阪貨物ターミナルの覚書の遵守に

かかわる経過の関連資料でコンテナと車

扱い、この２つの関係で昭和５７年から

毎年の取扱量が折れ線グラフで示された

資料があったんですね。これには、中継

コンテナを扱っている数字が入ってない

と思うんです。

　例えば、梅田貨物駅で平成１６年度１

５４万トン、大阪貨物ターミナルが１１

５万トン、百済が４１万トンと書いてま

すけども、大体２００万トン前後でこれ

まで数字はいただいてますので、その辺、

きょうできなかったら後からでも結構で

すから、いわゆる中継の分も含めて、こ

れまでは取扱量として明らかにされてま

したので、数字をきちんと示していただ

けませんか。

　３つ目は、遺跡の問題です。この前、

千里丘ガード拡幅の問題で、西口側の掘っ

てるところ、一応、遺物が発掘されたと

いう話がありました

　きのう、ちょっと評価書の資料集を見

てましたら、この前ちょっとお話ししま

したように、いわゆる摂津市域も開発可

能用地も含めて、その中でこの場所は土

を取って、それでほかの場所に盛土する

という資料があるわけです。

　この切り取る深さによって、いわゆる

遺跡に関係することになりますので、こ

の辺が実際どういう深さでやろうとして

いるのか。というのは、摂津の地域につ

いては、埋蔵文化財の包蔵地ということ

で、近くに面してるわけです。

　今回、跡地に関係ない西口のガード拡

幅のところでも見つかったということで、

大体一連の埋蔵文化財の包蔵地だという

のが一般的に理解されているところなん

です。

　そういう意味で、吹田ではちょこちょ

こ試掘をやってますけども、摂津の市域

においてもやっぱり、きちんと試掘をや

ることが大事だと思ってますけども、こ

の点、機構側とか、府の教育委員会につ

いて、きちんと申し出をし、ちゃんと試

掘を行うことが大事ではないかと思いま

すので、その点は、どうでしょうか。

　それと、平成１６年度に教育委員会の

方では明和遺跡について、公共施設で遺

跡の公開をやりました。

　決算の文教委員会で、この質問に対し

て、府の教育委員会、来年３月を過ぎれ

ば、今出している遺跡物については摂津

市の方にお渡しもできますよという話で

ありまして、市の方がやっぱり、こうい

う問題について、摂津の市域のある場所

で、きちんと、やっぱり記録保存をする

という方向が大事だと思いますので、来

年度に向けて、今は予算がないと思いま

すので、ちゃんと予算組みをして、そん

なにお金はかかりませんから、すごく大

事だと思いますけども、この問題は、ちょっ

と助役の方から、予算を伴いますので基

本的な考えをちょっとお示しいただきた

いと思います。

　それと、大事な問題ですけど、大阪貨

物ターミナルが１１月１日から西口から

の出入りは、一応ゼロになるということ

で動いてきてますが、前回の委員会が終

わって感じたことは、いわゆる茨木の宮

島交差点が改良してないのに、同じ状態

なのに、これまではなかなか西口が出入

り、中止できなかったという理由づけだっ

たと思うんですけども、それがパッと１
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１月１日から、そうなったという点の政

治的な意図をきちんと行政側として見て、

対応していただきたいということをそれ

ぞれ、こもごも意見があったと思うんで

す。

　その関係で、別問題ですけども、いわ

ゆる吹田貨物ターミナル、吹田に貨物駅

を移転されますと、この大阪貨物ターミ

ナルと合わせますと、多分日本で一番、

最大の貨物駅が摂津市にまたがって存在

するということになるわけですね。

　だから、梅田貨物駅の開発の受け皿と

して、吹田の操車場跡地に持っていくこ

とも含めて、そういう２つの貨物駅がそ

うなれば、日本最大の貨物駅が摂津及び

摂津周辺に入ってくるという点では、こ

れまでも資料をいただいて、児童生徒の

ぜんそくの所見率などもお示ししました

けども、やはりいろんな条件の中で環境

も悪化してますし、この問題だけではな

くて、いろんな絡みでそういうことが影

響されて、子どもたちの健康問題がそう

いう数字で出てきているというように思

いますので、そういう点で市として、こ

の環境問題に対して、子どもや市民の健

康を守るということから、この移転問題

をどうアクセスをしていくのか、改めて

基本姿勢としてお聞きしておきたいと思

います。

○藤浦委員長　それでは、答弁の方、よ

ろしくお願いいたします。土井課長。

○土井まちづくり支援課長　千里丘西地

区の問題についてお答えさせていただき

ます。

　まず、千里丘西地区の現状ですけれど

も、先ほどありました１番の大口地権者

の方に対しましては、１か月ほど前に組

合の理事長と市と改めて意向の確認とい

うか、お話の方に伺っております。

　結果としましては、今までどおり協力

できないというようなお答えをいただい

ておるのが現状でございます。

　もう１人、開発の促進を考えておられ

る大口の地権者の方なんですけれども、

組合の理事長の方に、こういう個人開発

的な計画があるということはお話されて

おります。

　理事長の方から、また役員会の方にお

きまして、こんな話があるということも

説明されております。

　その中で、役員会の中では、まず自分

のところの土地だけを目的とした開発を

提示されているような形もありまして、

またその中には今の組合員の方の土地も

一部含まれるということもありまして、

このままの計画では賛成できないという

形で、役員会の中ではこの計画には賛成

できないと、組合としては一緒にできま

せんねというような話にはなっておりま

す。

　ただ、大口地権者の協力がないことに

は、組合施行であの地域、なかなか進め

られないというのが現状でありまして、

今後個人開発者の方と具体的に、どこま

で組合と協力していけるのかというよう

なことを今後は話し合っていく必要があ

るのではないかというふうに考えており

ます。

　もう１点、事業費なんですけれども、

今も申し上げましたように、大口地権者

の協力がなかなか難しい中で、どの区域

で再開発事業ができるのかというのは、

今もって非常に未定のところがございま

す。

　準備組合としましては、今、予定して

おります１．５ヘクタール全体をやりた

いという希望は持たれておりますけれど

も、やはり大口地権者の問題があるとい

う中で、現在のところ具体的に再開発で、

どれくらいの費用がかかるという、そう
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いう詳細な試算というのは行っていない

状況です。

○藤浦委員長　山本参事。

○山本まちづくり支援課参事　吹田操車

場の関連のご質問につきまして、お答え

させていただきます。

　まず、大阪市内百済の状況ですけども、

前回の特別委員会のときにご説明させて

いただきました情報の内容から、あれか

らは詳しい状況というのは、まだ確認で

きておりません。

　そのときに同時にご質問のありました

ＪＲ貨物とか、鉄道運輸支援機構から聞

いた情報ではなくて、当事者から内容を

確認しなさいということでありまして、

摂津市だけ単独で聞きに行くというわけ

にはいきませんので、大阪府、吹田市も

交えてということになるんですが、その

辺は今のところ、まだ調整中ということ

で、まだ新しい情報は入ってないという

内容です。

　それから、２分の１の確認の方法なん

ですけども、前回お配りさせていただき

ました資料の中で、内容については記載

させていただいておるんですけども、開

業時には、今現在、梅田の方で扱ってお

ります列車の本数、まず２４本を吹田と

百済で１２本ずつ分ける計画をしますと。

　その１２本ずつ分けることによって、

貨物の量も均衡するように計画しなさい

というところが基本協定の中の回答とし

て記載されましたので、まず文書として

１点、ここで確認すると。

　それから、それを本当に１２本ずつに

分けることによって、貨物量も均衡する

のかというのが疑問になりますので、そ

れにつきましてはＪＲ貨物の方でシミュ

レーションを前回しております。

　その結果は、これも前回ご説明させて

いただいておるんですけども、そのシミュ

レーションによりますと、吹田の方で７

６万トン、百済の方で７７万５，０００

トンと、これが平成１６年度の取扱量を

受けた場合の結果なんですけれども、そ

ういうことで１００万トン以内には抑え

られるだろうという結果も出ております。

　ですから、その開業するときに、列車

のダイヤでもって、１２本ずつにまず分

けますと。その結果は、シミュレーショ

ンによると１００万トン以内に収められ

るというのが、とりあえず今の段階では

確認できておりますので、開業されてか

らは、その結果、本当にそのとおりになっ

たかどうかというのをターミナル調整会

議の方で確認していこうということ、そ

ういうことで将来的にも取扱量と、あと

貨物列車の本数を続けて確認していくと

いう方法を今のところ考えております。

　続きまして、中継量ですけども、私の

手元には、昭和５７年からの資料がござ

いまして、一番少ない時期で２５万トン。

これは梅田での取り扱いなんですけども、

一番少ない時期で２５万トン、それから

多い時期で５６万トンとなっております。

　その間の数字といいますのは、４５万

トン前後というのが一番、数字的には毎

年毎年、そういう数字が多く出てきてま

すので、その取扱量、今現在はそういう

感じになっているということです。

　それから、遺跡に関する内容で、アセ

スの報告書の中で切土、盛土の図面が入っ

ていると。試掘が必要ではないかという

ご質問なんですが、先日、口頭ですけど

も支援機構の方に実際切土をする場合に

は、どのくらい掘るのかという質問をし

ました。

　正式には、まだ詳細はわかっておりま

せんという回答をいただいてたんですけ

ども、再度聞きましたところ、約５０セ

ンチほどの切土になるだろうと。もとも

－�7�－



とあった地盤から、かなり盛土されてい

る場所であるということみたいですので、

盛土したところを５０センチ程度切ると

なると、多分、遺跡は出てこないだろう

なと、鉄道運輸支援機構の方は考えてい

るみたいなんですが、そこで市としまし

ては、それは機構の勝手な判断になりま

すので、切土する場合には必ず大阪府の

教育委員会なりに、まずこういう工事を

しますという届出を出す必要があります

よと。

　それで、大阪府の教育委員会の方が、

それではこれは試掘の必要があるとか、

いや、試掘の必要はありませんとか、そ

ういう判断をされますので、そういう手

続は一定踏む必要がありますよというこ

とは申し上げております。

○藤浦委員長　粟屋次長。

○粟屋都市整備部次長　それでは、連続

立体交差の現状でございます。

　まず、府下の現状といたしまして、大

阪府では既に府内で１２か所、３８キロ

の事業を完成されておられます。

　１７年度におきましては、新規に寝屋

川市、枚方市を含む京阪本線の連続立体

交差事業調査が採択されまして、早期の

事業化を図れるように調査をされると伺っ

ております。

　現在、実施されておりますのは、府下

で６か所につきましては、引き続き実施

されておられます。

　それで、まちづくりとの関係でござい

ますが、連続立体交差事業の国費等の採

択要件につきましては、１つは交差する

道路の数や踏み切りの除去数でございま

す。

　それと、当然、交通量もでございます

けども、それと再開発や土地区画整理事

業などの、まちづくりに関係します条件

も１つの要因となってまいります。

　事業の採択につきましては、全国的に

は要望が多くあるとも伺っておりますし、

その中で採択には、まちづくりが大きな

ウエイトを占めるというふうに考えてお

ります。

　その関係で、新駅を含む南千里丘のま

ちづくりにつきましては、連立をする上

で非常に有利な条件であると考えておる

ところでございます。

○藤浦委員長　前川参事。

○前川生活環境部参事　それでは、大型

車両による摂津市の環境の影響について

のご質問にお答えさせていただきます。

　現状、摂津市の大気汚染の現状なんで

すけども、中央環状線の市役所の横にあ

ります常時観測局、これは自排局いいま

して、自動車専用の測定局なんですけど

も、昭和６２年以降、環境基準、０．０

６ｐｐｍを超えて現在に至ってるんです

けども、平成１５年、１６年につきまし

ては、環境基準の０．０６ｐｐｍ以下と

いう形で、１５年につきましては０．０

５９ｐｐｍ、１６年度につきましては０．

０５６ｐｐｍという現状で、かなり改善

されていっているということは思ってお

ります。

　これにつきましては、ＮＯｘ法、ＰＭ

法に伴う削減計画等の実効性が上がって

きたものというふうには感じております。

　それと、大型車両の関係なんですけど

も、現在、中央環状線と近畿自動車道、

あわせて約２０万台程度の１日の通行量

となっております。

　そのうち、大型混入率が約２５％程度

というふうに考えております。現状から

いいますと、先ほどご指摘になりました

吹田操車場及び大阪貨物ターミナル駅の

大型車両、仮にふえたといたしましても、

混入率にはさほど影響されない程度かな

というふうには感じております。
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　先ほど、大気汚染の状況を説明させて

いただいたんですけども、やはりそうい

う法律及び計画に基づいた総合的な施策

を講じることによって、かなり将来的に

は減少傾向になってくるであろうという

ふうには推測いたしております。

○藤浦委員長　吉田参事。

○吉田政策推進課参事　それでは、私の

方から、南千里丘のまちづくりにかかわ

りますＳＰＣを活用した場合の市との直

接、財政面も含めましてですけれども、

そのかかわりはどうなるんだというご質

問に対してご説明を申し上げます。

　１つは、ＳＰＣでございますけども、

ＳＰＣそのものは２種類ございます。１

つは、特定目的会社、それともう１つは、

特別目的会社、この２種類がございます。

　特定目的会社の部分につきましては、

資産なり、土地なり、建物なりの流動化

させるという１つの法律に基づきまして、

証券化して投資家から収入を得て、そし

てそれを活用して配当していくという１

つの目的のある会社が１つ存在します。

　もう１つの特別目的会社でございます

けども、これは基本的にはプロジェクト

ファイナンス、つまり限られた範囲の事

業の中で収入を得て、それを事業の資金

として活用して投資家に配当するという

方法がございます。

　この場合、我々が今考えておりますの

が、特別目的会社による事業化のめどが

あるかないかということでございます。

　つまり、ＳＰＣによる建物を建ててい

ただいて、それを市がリースするなり、

リースバックするなり、その中で資金を

運用していただくということでございま

す。

　それ以外に連動した資産の活用とか、

いろいろございますけども、それはＳＰ

Ｃ、つまり特別目的会社が自主事業とし

てされるわけで、直接、摂津市とかかわ

るものではございません。

　よって、例えばリースするならばリー

ス料なり、リースバックするならばリー

スバック料を支払うだけであって、直接

ＳＰＣの企業、特別目的会社の企業との

連動する予算はかかわってこないという

ふうに理解しております。

○藤浦委員長　野口委員。

○野口委員　最初に千里丘西地区の方で

すけども、状況は一応、理解するわけで

す。いろいろ周辺の状況を見ますと、こ

の吹田操車場跡地への貨物移転に関連し

て、岸辺の方も橋上駅とか、いわゆる南

北の自由通路だとかを含めて動いていこ

うということで、吹田は今してるわけで

すね。

　長い歴史の中で西口側の開発もやって

いこうということで、これまで取り組ん

できて、現状に至っていると。もともと、

阪急の正雀駅と千里丘駅、２つの表玄関

であります。そういう位置づけでこれま

で取り組んできて、今、あとからきた南

千里丘開発について云々ということになっ

てますので、もう一度、西口に対する行

政の位置づけをしっかりしていただいて、

その上でどういうふうに取り組んでいか

れるのか。

　当然、開発というのは、いろんな絡み

がありますから、基本的にはそこで組合

の方々が開発によって、生活と生計を、

営業を改善されるというのが基本であり

ますけども、そういう今日的な諸般の状

況も含めて、西口の位置づけについて、

きちんと論議をしていただいて、どうす

るのかという線引きをするべきじゃない

かというふうに思いますので、ちょっと

ご意見があればお聞かせをいただきたい。

　費用的には、なかなか出ないというこ

とでありますので、大体、全工事費の３
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分の１というのが地元自治体の負担だと

思いますけども、ただ、保留床処分の問

題にしても、組合施工でありますが、い

ろんな絡みの中で増減があるというふう

に思いますが、現状では出されている資

料で２０億円ということで見ておったら

よろしいですか。

　２年前の資料では、全体工事費６０億

円、全体開発面積１．５ヘクタールのう

ち、合意形成可能と思われる０．８ヘク

タールに対する費用という体制があるん

です。それを前提として、市の負担２０

億円にするという数字が示されてますの

で、これ、２０億円という今出ている概

算で結構ですから、そういう金額なのか。

　あそこの三角地全体を開発した場合に、

大体どうなるのか。ちょっとその辺、わ

かりやすく数字を示していただきたいと

思います。

　南千里丘の問題です。なかなか雑ぱく

として理解しにくい面が、今の状況では

個人的にはあるんですね。

　例えば、この前、説明いただいた現時

点の構想図がありました。例えば、平成

１６年度は、ふれあい広場を土壌調査さ

れて、その中でごみが投棄されて、それ

を撤去しなければ使えないということで、

２，９００平米ありました。

　残りが３，２００平米あるんですね。

今、大きな枠として福祉会館も含めた、

いろんな公共施設を１つにまとめて、

（仮称）コミュニティプラザを建てると

いう構想があります。それだけを見た場

合、このＳＰＣが、どうかかわってくる

のかと。今、三者で計画案を練ってます

から、それを土台として動くとした場合

に、３，２００平米の今でも売れるこの

ふれあい広場のところを例えば売ったと

して、それと（仮称）コミュニティプラ

ザとの関係、市として公共施設として活

用したいと思っている、その施設のリー

スだとか、賃貸とか、いろんな方式があ

ると言いますが、その辺も含めた摂津市

の資金がどうなるのかというのが雑ぱく

でわかりにくいんです。

　先ほど、去年の３月にまとめた構想案

に基づいて第２ステージも含めて７８億

円の市の負担と、総工事費３６８億円と

いう数字を一応申し上げました。これに

は公共施設関係は入ってないわけで、例

えば第１ステージで平屋の駅をつくるに

しても、今、区画整理手法で考えてます

けども、道路だとか駅前広場とか、いろ

んなインフラの必要な施設もあるわけで

す。これについては当然、ＳＰＣのかか

わる話とは別に、入ってくるのか、一緒

に含めた形になるのか。そういうことを

含めて、ちょっと資金的な考え方を、大

枠をちょっとわかるように説明をしてい

ただけませんか。

　国の連続立体交差化の事業認可のラン

クであります。今、６か所のところが大

阪府でやっていると。実際に、やってい

るわけですね。

　以前、阪神・淡路大震災前には、大体、

２年に１回ぐらい、大阪府下で事業認可

が出るということで来てるという話があっ

たと思うんです。

　今、摂津市が考えているのは、現在、

大阪府が６か所、工事をやっていると。

今年度、寝屋川と枚方にかかわる京阪の

部分、これが事業認可を受けたというふ

うな話だと思いますけども、非常に有利

な条件だとおっしゃったんだけども、具

体的にどういうふうに、今年度は京阪の

方が事業認可を受けたと、その後、どう

いうふうな見通しを持っているのか、そ

の辺１回、ちょっとわかりやすく説明を

いただきたいと思います。

　貨物駅の移転の問題です。ちょっと聞
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き取りにくかった面もあるんですけど、

２分の１の問題。

　私の情報では、いわゆる百済の方に移

転しますと、現在、あそこの２５号線を

通る部分が貨物トラックが１，２００台

ふえますと。これに乗って、そこの部分

が３倍の１，７６０台、トラックが通る

格好になるということも含めて、環境的

に大きな問題になりますので、地元で何

としてもストップしようということで運

動が広がってるわけです。そういうふう

に認識はしておりましたけども、前回、

東住吉地区では、僕の聞き覚えの中では、

１０月２１日に移転を条件に要望書が提

出されたという話だったんです。こうい

う、動いてるという話なんですね。

　なかなかにつかないんですけども、い

わゆるボス交渉かもわかりませんけども、

より厳密にその辺を見ていただいて、つ

かんでいただきたいと。

　僕もなかなか情報がわからない部分も

ありますので、ぜひそういうところは、

ちょっと気を使って見ていただきたいと

思います。

　そこで、２分の１の確認の問題で、こ

の１２列車とか本数なども答弁があった

わけですけども、この大阪市内、百済駅

の方に２分の１、移転決定ですよという、

こういうのが文書としてこちらでゴーサ

インを出す場合は、そういうのがあるん

でしょうか。まとまりそうだからゴーサ

イン出しますよという、あいまいな形で

ゴーサインを出すのか。その辺のゴーサ

インの出し方、確認の仕方、ちょっと教

えてください。

　中継量を含めた貨物取扱量の数字的な

ものは、後からまたいただければと思い

ます。

　遺跡の保存については、そういうこと

で強力に伝えていただいて、きちんと土

壌の切り取りが行われますので、５０セ

ンチ下の方にたくさんの遺跡があるわけ

で、これははっきりしてるわけですから、

きちんと大阪府教育委員会の指導を受け

て、機構側として試掘を行うということ

ができるように最大限、努力をしていた

だきたいと思います。

　関連して、摂津市で、地域で発掘した

遺物について、少なくとも摂津市内でき

ちんと保管をすると。記録保存であって

も、そういう点が大事だと思いますけど

も、再度この問題について、来年度の予

算組みもありますので、どうなのか、ちょっ

と合わせてお尋ねしておきたいと思いま

す。

　最後に、大阪貨物ターミナルと吹田の

方の貨物駅移転の絡みで、環境問題でい

ろいろ申し上げました。

　確かに大阪府の二酸化窒素の測定局は

おっしゃったように減ってます。それは

わかります。ただ、一方では人間の健康

問題では、ぜんそくの所見率がふえてる

わけです。

　いただいた資料でいきますと、３年間

で小学生で１．６倍にふえてますと。中

学生では３．１倍ふえてますと、これはっ

きり数字も出てるわけです。

　だから、いろんな条件が絡んで、環境

が悪くなって、それが人体に影響が出て

きて、こういう結果が出てきとるわけで

す。だから、そういう人体への影響が懸

念される、こういう問題について、それ

をきちんと認識した対応を私はやるべき

だと思ってます。

　ただ単に混入率が少ないから云々だと

いうことではなくて、今の重要な局面で

ありますから、改めてそういうこともき

ちんと認識して対応していただきたいと

いうことで申し上げておきます。

○藤浦委員長　吉田参事。
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○吉田政策推進課参事　それでは、ご質

問いただいている内容で２点ほどあった

と思いますけども、１点目の全体事業費

についての考え方ということでございま

すけども、一応、平成１５年度に調査を

実施いたしまして、そのときに区画整理

事業におきましては、全体事業費８億３，

０００万円、それと新駅設置を含みます

事業費に１６億５，０００万円、合わせ

て２４億８，０００万円で必要であると

いうふうな形でご説明をさせていただい

た経緯がございます。

　我々からいたしますと、新駅、踏切に

関しましては、これは限られた枠にはま

るのかなと。ただ、全体事業費のインフ

ラ部分につきましては、区画整理全体の

８億３，０００万円そのものは、あの区

域の限られた区域に対する事業費でござ

いまして、現在、我々プロジェクトとし

て考えておりますのは、その周辺もでき

るだけ合わせた形で、例えば福祉会館の

あたりとか、渡の歩道専用の歩道橋とか、

駐輪場の問題とか等々、いろんなかかわ

る周辺の部分を考えて、事業枠としては

もう少し上回るのかなというふうには考

えてます。

　ただ、直近支出をできるだけ避けるた

めの施策として、どのような形が一番ベ

ストなのか、また財政に対して負担をか

けない、抑制した形で、どんな形で提案

できるのかということもあわせて検証し、

なおかついろんな、今、国の制度がござ

います。その国の制度、まちづくり交付

金とか、いろんなものがございますので、

それを有効に活用して、できるだけ直近

支出を避けて補助も有効に活用した形の

ものを考えていきたいというふうに考え

ております。

　今、お示しいたしております事業費８

億３，０００万円の枠を超えるとは思い

ますけれども、実質的な抑制策は考えて

いきたいとうふうには考えております。

　もう１点、ごみの問題がある現在のふ

れあい広場の用地の活用でございますけ

れども、１つは単純に売れるような形に

して売ってしまって資金にするという方

法もございます。

　もう１点は、この土地を一体的にまち

づくりと活用して、ご質問のございまし

た、前にご説明したパースがございます

ね。そのパースにできるだけ近づけるた

めに土地を有効に活用していく。

　例えば、駅前に等価交換するなり、代

替地で提供してもらうなり、いろんな形

で土地を活用する。売るだけが方法じゃ

ないというふうにも理解いたしておりま

す。

　ただ、等価交換の場合、税法上の問題

とか等々ございますので、区画整理手法

もその中には１つの方法としては、よい

のではないかというふうにも考える次第

でございます。

　よって、単に売って資金を集めるんじゃ

なしに、有効に土地を活用し、流動的に

土地をうまく、公共用地を将来に向かっ

て使っていきたいというふうにも考えて

おりますので、ただ全体資金に、有形、

無形になるんでございますけども、お金

だけに変えるんじゃないというふうな、

我々は視点で取り組んでいるということ

でご理解をいただきたいなというふうに

考えております。

　ただ、そのときにＳＰＣがそしたら全

体資金としてのかかわりはどうなるのか

ということでございますけれども、先ほ

ど申し上げましたように、今の企業用地

を市が買うわけではございません。その

部分でＳＰＣはかかわってきたとしても、

直接、市がかかわることはないというふ

うに我々は思ってます。

－�12�－



　ただ、先ほど言いましたように、土地

を交換していただくとか、駅前に現実に

していくために、そういうような方法の

ときに協議を重ねていく。そして調整し、

理解を得て、現実的にあの絵を実現化す

るために協調していく部分はございます

けれども、資金的な部分で市の予算とか

かわる部分は、先ほど申しましたように、

コミュニティプラザ、箱物をつくっても

らって、そしてリースするという部分で

は関係はしてまいろうかというふうには

考えております。

○藤浦委員長　粟屋次長。

○粟屋都市整備部次長　それでは、連続

立体交差化事業でございますけども、連

立を着手するに当たりましては、まず本

市の財政状況、これを見極めていく状況

がございます。

　また、連立事業につきましての事業主

体は大阪府でございますし、先ほど申し

上げましたように国の補助採択も受ける

必要がございまして、その中では新駅を

含むまちづくりは非常に有利な条件であ

ることは言えると思います。

　ただ、そういう中でございますけども、

やはり本市の財政状況等がございまして、

着手時期につきましては、今、別に決定

しているものではございませんけども、

以前、お示しさせていただいております

スケジュールにつきましては、まず新駅

の平面駅、これを開業した後に引き続き、

連立化に進んでいこうというのが私ども

の考え方でございます。

○藤浦委員長　山本参事。

○山本まちづくり支援課参事　貨物の百

済への移転の件についてお答えいたしま

す。

　百済の方で２分の１の量を受け入れる

という確認というのは、本市としまして

も非常に重要な事項だと思っております。

　その確認の方法につきましては、当初

は例えばですけども、大阪市とＪＲ貨物

が文書を結ぶとか、そういうことも考え

てはおったんですけども、今、まだ大阪

府を交えて鉄道運輸支援機構、ＪＲ貨物

も含めまして、協定５者でこれをどうい

う形で確認すればいいのかというのは、

まだ議論してる最中でございます。

　まだ、もうしばらく時間がかかると思

いますので、今の段階では、どういう形

で確認していくというのは、まだちょっ

と決まってない状況でございます。

○藤浦委員長　土井課長。

○土井まちづくり支援課長　それでは、

千里丘西地区についてお答えいたします。

　まず、事業費の件ですけれども、この

事業費につきましては、先ほどもありま

したように、あくまで同意形成ができる

場所において、特に周辺の都市計画、既

存の都市計画とか、整合等、そこまでも

考えないで、同意のできるところで建物

を建てた場合、どれぐらいにかかるかと

いう非常にばくっとした試算でございま

す。

　約６０億円。その中で、補助金約３分

の１というような見方で見ていただいた

らいいかなというように思います。

　先ほども申しましたように、準備組合

と詳細に詰めたわけでもなく、また周辺

都市計画との整合もしたわけでもないの

で、余り参考になる数字ではないのかな

というふうには思っております。

　それと、千里丘西地区につきましての

市の取り組みということなんですけれど

も、当然、市としましても、西地区の整

備というのはやりたいというふうに考え

ております。

　しかし、いろいろ問題があるという中

で、今、まちづくりの中心になっていた

だくのは市民であり、特に準備組合があ
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りますので、準備組合が中心になってい

ただいてまちづくりを考えていただきた

いというふうに考えております。

　その中で大口地権者の問題、また開発

しようと考えておられる方もおりますの

で、また組合といろいろ話し合いをした

中で、できるだけ事業の実現に向けて今

後とも取り組んでいきたいというように

考えております。

○藤浦委員長　前川参事。

○前川生活環境部参事　それでは、大気

汚染と健康被害の関係なんですけども、

これは摂津市だけの問題ではなくて、全

国的に大気汚染と健康被害についての因

果関係という形で、いろいろ論議されて

るんですけども、環境省の方では今年度

から５か年かけて局所的な大気汚染の健

康影響に関する疫学調査研究という事業

を実施されるということで聞いておりま

す。これにつきましては、首都圏及び名

古屋、大阪等、幹線道路における疫学調

査という形で大阪では、対象といたしま

しては中央環状線も入ってございます。

　それを全体的にどういう影響があるの

かという形で小学生を対象に実施される

というふうには聞いてますので、その辺

の研究を踏まえて、大気汚染との因果関

係というのは研究されてくるんじゃなか

ろうかというふうには考えております。

○藤浦委員長　小野助役。

○小野助役　野口委員のご指摘でござい

ます。それで、答弁で説明するように、

遺跡のように文化行政というのは、去年

ご理解いただいてる大阪府教委との関係

をまず整理しなければならないと思いま

すし、この遺跡の問題について、所管す

る市教委の考え方も私は聞いておりませ

ん。

　それで、多分、記録保存というふうな

ことになるんだろうというふうには思う

んですが、例えば京都の日本電産の跡地

というのは、長岡京市の京のまるっきり

跡だったと、あれもいろいろもめました

けども、結果的に記録保存になっており

ます。

　そういう中で、遺物については十分な

配慮をしなさいと、そこそこの中身をい

ただいておりますので、まず府教委との

協議、今後どうするか。

　それから、その遺跡に対する評価、ど

ういう形でやるのかと。市教委としての

考え、これらを十分、ご指摘がございま

すので、市教委と協議した上で一定の時

期には、一定の形を判断をしたいと。ま

た、答弁するべきであれば答弁させてい

ただきたいと思いますので、まず市教委

と協議をする、府教委とも協議をしてい

きたいというふうに考えております。

○藤浦委員長　野口委員。

○野口委員　最後にしますが、今の遺跡

保存の問題ですけども、市教委とも協議

なさるというお話でありますので、府の

教育委員会も来年、年度が変われば一応

お渡しできる状況になるということをおっ

しゃってますので、少しの予算で済む話

でありますので、場所も確保されて、記

録保存できるように努力をしていただき

たいということでお願いしておきます。

　貨物駅の問題については、現局面は吹

田の状況をお話しましたけれども、いろ

いろそういう動きが激しくなってきてま

す。吹田の方では、あわせて住民投票条

例の制定を求めるということも、これか

ら入っていくだろうと思いますし、その

根本には健康破壊というのがありますの

で、沿線都市に貨物駅を、大きな貨物駅

を持ってきたらあかんという、そういう

ところから大きな運動に発展してるわけ

で、そういうことも含めて、先ほど、る

る、児童生徒の健康問題もお話ししまし
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たけども、そういうことをきちんと認識

して対応をお願いしておきたいと思いま

す。

　南千里丘は、なかなかわからないんで

すけども、最終的にＳＰＣを導入するか

どうか、最終確定ではないんだけども、

これだけの大体の概算、市の負担はこう

ですよというのは最低出さなければ、こ

れは判断ができないと。

　先ほど、８億３，０００万円の部分だ

けお話がありましたけれども、例えば第

２ステージの連続立体交差で見れば、こ

れはあわせて６４億ぐらいあるわけです

ね、市の負担としては、これははっきり

市の負担として出てくると思いますけど

も、これプラス第１ステージの平屋とし

て駅を出発するということに向けて考え

た場合、１４億５，０００万円の市の負

担という数字が出てるわけです。

　先ほど、８億３，０００万円の分だけ

お話があったんだけども、ＳＰＣという

やり方でオーケーのところを探してくる

と。どうしてもこの開発をやりたいから、

そこに乗っかっていくと。その中で、そ

の時点で直近の負担を含めて、財政的な

影響は検討するということなのか。

　今、検討の中で僕らの認識としては、

当然、財政的にはこうなりますよと、大

体、だからその範囲では財政面からは一

定、この開発はゴーできるんじゃないか

という意味合いでやってると思いますけ

ども、その判断できる材料が欲しいわけ

です。

　公共施設についても市が賃貸するのか、

それを買うのか。そういう大枠もわから

なければ、なかなか論議ができないとい

うように思いますので、これ以上の答弁

が出なかったら仕方がないですけど、わ

かる範囲でお示ししていただきたい。

　それと、ＰＦＩとの関係ですね。この

ＳＰＣとＰＦＩの関係、いわゆる国の方

は、いろんな都市再生事業に乗っかって、

その開発を進めるために、進めやすいい

ろんな体制をつくっていいですよという

大きな流れの中で、このＳＰＣ方式も出

てきてると思いますけども、ＰＦＩ、プ

ライベート・ファィナンス・イニシアティ

ブですか。建設から３０年間最高、運営

できるということでおっしゃってました

けども、こげついたら自治体に負担が生

じますという話でありましたけれども、

これの関係でちょっとわかりやすく、あ

わせて説明いただければと思います。

　連続立体交差の国に対する働きかけの

問題ですけども、要は第１ステージとし

て、平屋で駅が出発した時点で、国には

事業認可の申請を行うということなんで

しょうか。そうであれば、それは答弁は

要りませんけども。

　千里丘西口の問題、改めて強調してお

きたいと思うんですが、先ほど西口の位

置づけについて、きちんと現地で整理を

すべきだというお話をさせていただきま

した。

　千里丘ガード拡幅も一応進んでますし、

いろんな意味で表玄関として整備をする

と。自転車の問題もそうですし、いろん

な細かい問題もそうですし、そういう中

で今後、駅周辺、駅舎も含めて、どう取

り組んでいくかのと。きちんと庁内論議

をしていただいて、それを明らかにして

いただきたいということで申し上げてお

きます。

○藤浦委員長　吉田参事。

○吉田政策推進課参事　それでは、ＳＰ

Ｃの導入に対しまして、市の支出はどう

かかわっていくのかという点でございま

すけども、先ほど申しましたように、Ｓ

ＰＣそのものがすべての事業主体になっ

て、すべてをやるということではござい
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ません。

　やはり、前回からも申し上げましたよ

うに、市が主体性を持ってこのまちづく

りをリードする。それによって、責任を

果たすために必要なものは必要なだけ支

出は伴うということでございますので、

例えば周辺の整備をＳＰＣがしてもらえ

るか。それは現実、無理な話で、周辺の

整備、つまり福祉会館のあのあたりも含

めまして、全体の周辺の整備は市が責任

を持ってやろうと。そして、まち全体の

例えばＳＰＣが土地の所有者に変わられ

た場合に、どういう協力が事業提案とし

て、していただけるのかということを踏

まえて、市は支出を考えます。

　そのときに、協力の内容によっては非

常にコストダウンになりますし、例えば

逆に市の方が必要以上のものを求めた場

合は、コストは上がる。これは当然の話

でございますので、そのあたりはやはり

ＳＰＣが組成される、またされるであろ

う事業提案の段階で十分、支出枠を考え

た上で検討していきたい、また判断して

いきたいというふうには考えております。

　ただ、判断できる材料でございますけ

ども、やはり事業提案を受けた上で、そ

の中身を検証し、それに応じた資金なり、

また事業費なりをトータルで考えないと、

今現在、希望的観測で数字を出しても、

やはりその段階での誤差、また周辺の整

備も含めての大枠の話として成立するか

しないかは財政当局と具体に数字の上で

の論議が必要であろうと。

　やはり、我々は財政当局と前からも申

し上げましたように、財政当局と市の財

政に非常に負担になるような事業で、ま

た事業も起こせないような状況があるな

ら、やはりそれはまた大きな１つの、総

合判断の１つかなというふうに考えます

ので、そのあたりはＳＰＣからの提案の

中身を十分検証した上で、資金運用を含

めて財政に負担にならないような形のも

のをつくり上げていく。

　だから、判断できる材料というのは、

もう少しお待ちいただきたいというふう

には考えております。お願いを申し上げ

ます。

　もう１点、ＰＦＩ手法とＳＰＣなりと

の関係でございますけども、ＰＦＩその

ものはプライベート・ファイナンス・イ

ニシアティブでございますので、やはり

民間の資金を活用した形での公共施設の

整備というのが前提でございます。その

場合に、やはりその事業の主体となるの

がＳＰＣ、特別目的会社でございます。

　だから、今、ＳＰＣと申しますのは、

事業を組成して、いろんな関係企業体が

集合をつくって１つの会社をつくって、

そこが独立した組織で、会社で、その施

設全体なり、建設から企画、提案、建設、

そして管理運営まで、すべてをＳＰＣが

賄うという１つの企業体でございますの

で、だからＰＦＩそのものは手法論でご

ざいますので、それを具体的に実施部隊

としてＳＰＣが存在する。

　そして、そこで収益を得る。１つの流

れの中での、ＰＦＩの流れの中の１つの

企業体であるというご理解をいただきた

い。

　今回、ＰＦＩ手法がすべて排除してい

るということではございません。ただ、

特別目的会社、つまりＳＰＣとよく似た

手法でございますけども、市はまちづく

りをこういうふうにしたい。この前のパー

ス、ご提示させていただいてますけども、

このような町をつくりたい、このような、

将来に夢のあるような町をつくっていき

たいんだというようなことを逆にＳＰＣ

に組成されるであろう企業体の方から事

業提案として受けて、全体の考え方をま
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とめていくというふうに考えております。

　だから、すべてがお金だけでは、資金

も大事でございますけども、やはり将来

の夢を実現するためにどうだという総合

的な判断が最終的に必要であろうという

ふうに考えております。

○藤浦委員長　山本善信委員。

○山本善信委員　それでは、まず、千里

丘西地区の再開発の問題ですけれども、

今、野口委員の方からいろいろとご質問

がありましたけど、予算としては具体的

にわずかしか執行されてないわけですけ

れども、先ほどからお聞きしております

と、大口地権者の協力が得られないとい

う段階で足踏み状態というのが、その辺

のところかというふうに思うんですけど

も、だけどこれ、やはり今のあの状態で

は、どうにもならないわけですから、何

とかしなきゃならんという話になるべき

ですし、わずかな予算しか組まなくて、

この年度で何ができたかということにな

りますと、非常にこころもとない話で、

協力要請に、市の方から働きかけにいっ

ても、なかなかつながってこないという

ことなんですけど、だけどそれを何とし

てでもやろうとするのか、しないのか、

もう相手次第やというようなことになる

のかならないのか、この辺のところ、こ

の１６年度、１年間いろいろ努力された

ことを踏まえて一度、どういう形の見通

しになるのか、もう一度改めてお聞かせ

いただきたいというふうに思います。

　しかも、駅、東西にかかわる話の、い

わゆる地下道の拡幅等も進んでいるわけ

ですが、そういったことの絡みができた

段階で西駅前についての整備ということ

が非常に必要になってくるわけですから、

そういったことをちゃんと見通した上で、

市としては公共的な立場からは、そういっ

た見通しを持ちながら、さらに努力して

いただかなければならんというふうに思

いますし、来年度予算に対して具体的に

どういう予算をどういう形でつけて、や

ることによって前へ進むのかという見通

しを持ってもらわないと、もう、相手が

なかなか納得してくれませんので、なか

なか前へ進みませんわと。申しわけに支

援事業という、えらい大きな予算項目が

ついてるにもかかわらず、中身を見ると

旅費。しかも、その旅費がわずかしか執

行されてないということは、これは非常

に市の行政としては心もとない話になる

と思いますので、その辺についてのお考

えを聞かせていただきたいというふうに

思います。

　それから、南千里丘の開発のことなん

ですが、これもいろいろと国の予算、過

去の年度で国の予算のお手伝いもいただ

いて、調査をした上で、進めるという方

向で一定の形は出てる。それの準備とし

て、着々と進んでいるというふうに解釈

していいのかどうか。

　特に、１６年度の予算に基づいて、実

際、そしたら進めるということを前提に

考えたときに、一体、目標は連続立体交

差ということになるわけですけれども、

それの前提として周辺の開発ということ

が必要だということになってきますし、

最終目標に向かって、どこまで一体、そ

したらこの年度で進んだのかということ

ですね。

　もちろん、総事業費が幾らあって、そ

のうちの何パーセント進んで、どうかと

いうことは、なかなか言いにくいと思い

ますけれども、先ほどからもいろいろあ

りますように、いろいろな方式を検討し

ながら、どうした、こうしたという話が

今、ご答弁ありましたけれども、一体そ

したら大筋、これはずっと大づかみで結

構ですから、このことに関して、やると
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いう方向づけがあるとするならば、その

辺のどの段階まで来てるのかということ

ですね。この点、もう一度、ご説明いた

だきたいというふうに思います。

　それから、貨物駅に関しての話は、こ

れは以前の委員会で、もう既に、特に２

分の１問題を中心に、今現状の話をして、

それでこれも環境影響評価の問題とか、

そういったことについては進めてこられ

て、それで一応、基本協定に基づく合意

ができる段階に、これもどの程度までき

たということに解釈できるのか。

　あるいはまた、特に２分の１問題等に

つきましては、機構とか、あるいはＪＲ

貨物の方とのかかわりを抜きにして、直

接、２分の１問題である百済の方の関係

のところへ、どの程度に話が進んでいる

のかどうかということをしっかりと、直

接聞いてくださいという話を前に出して

て、調査に、まだ具体的にはほかの市と、

それから大阪府との関係もありますから、

まだ行ってないという、こういうことの

ようですけれども、そしたらそれをいつ

行って、どういう形でけりをつけようと

されるのか。この点について、まずお聞

かせいただきたいというふうに思います。

○藤浦委員長　土井課長。

○土井まちづくり支援課長　千里丘西地

区の今後の取り組みについて、お答えさ

せていただきます。

　千里丘西につきましては、今、準備組

合全体が、やはり当初考えておられる１．

５ヘクタールを全体やりたいという意思

を持っておられます。その中で、もう１

人の地権者、先行させたい地権者の方か

ら相談があったときも、一部の地権者し

か救えないような、こういう開発には、

組合としてはやっぱり賛成できないとい

う答えを出されておるのが今の現状でご

ざいます。

　それを受けまして、理事長の方が、も

う１人の反対されている大口地権者の方

に話をされに行っておるというのが状況

で、まだこの結果につきましては組合の

方には報告されてない、今の状況でござ

います。

　今後なんですけども、なかなか大口地

権者、今の状況を見ますと首を立てに振っ

ていただくわけには、なかなかいかない

のかなと。その中で我々も区域、例えば

一部をとか、区域変更という気持ちは持っ

ておるんですけれども、やはり今、準備

組合が全体やというような意識を持たれ

てる中で、一部地権者を外しまして、こ

の部分だけというのは、なかなか市の方

からも難しいかなというふうに思ってお

ります。

　ただ、大口地権者の状況、今後、理事

長の方から組合員の方に報告があった中

で、組合として、ほんまにどうしていく

のかというのは、もう、考えなあかん時

期には当然来てるというふうには考えて

おります。

　１つは、千里丘ガードが進んできてお

る。また、ことしから準備組合、今まで

補助金で運営されておりましたのが、市

の補助、商工会からの補助も打ち切りの

状態になりまして、ことしから自分たち

で会費を集めて、準備組合の名前を残し

ていこうという形で取り組んでおられま

す。この辺からも、今まで補助で運営し

てきたのと、組合員さんからお金を集め

て運営していくという形でも、ちょっと

準備組合の取り組みが変わってくるのか

なというふうに思っております。

　区域をどう取るかというのが一番大き

な問題になってくるかと思いますけれど

も、この辺につきましては準備組合さん

の意向をよく聞く中で、開発を望んでお

られる、もう１人の大口地権者と何とか
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協力して、できるものなのか。

　また、反対の地権者もすべてだめなの

か。例えば、一部ならばオーケーなのか

というところも今後はもうちょっと詰め

た形の中で大口地権者にも当たっていく

必要があるのかなと。今後、また役員会

の方にも、市の方、ずっと参加しており

ますので、準備組合の方とその辺、十分

話し合いながら、できるだけ早く実現す

るように進めていきたいというふうに考

えております。

○藤浦委員長　小山参事。

○小山市長公室参事　それでは、南千里

丘まちづくりについてのプロジェクトと

しての取り組みについて、説明させてい

ただきます。

　プロジェクト発足以来、ふれあい広場

の用地活用について土壌調査をしながら、

どういう状況で活用できるのかというこ

とも検討してまいりました。そういう三

者ワーキングを踏まえながら、市のまち

づくり、主体性のまちづくり、あるいは

市の顔となるまちづくりを阪急、ダイヘ

ンの二社に説明してまいったわけであり

ます。

　その中で、福祉・教育・文化・健康を

キーワードに産・官・学・市民の交流で

きるようなまちづくりをしたいというこ

とで、積極的に市の方としては阪急、ダ

イヘンに説明してまいりました。

　今、現段階ですが、ワーキングの中で

も晩秋には、市としての一定の判断をし

たいということで再三申し入れてきてお

ります。その中でソフト面、つまりコン

セプト、あるいは産・官・学・市民交流

という、そういうまちづくりについては

一定の理解はいただいていると私どもは

考えております。

　今、現段階については、整備や、その

事業主体、あるいは事業スキーム、そう

いう計画について、現在、企業の方へご

説明しているところで、今現在では企業

の内部で、それが企業として、いいのか

どうかという検討をしていただいている

状況でございます。ということで、今現

在、その合意形成には至っておらない状

況でございます。

　阪急としましても、ソフト面、つまり

先ほど言いましたコンセプトなどについ

ては、一定の理解はいただいている状況

であります。ただ、阪急電鉄としては、

インフラ整備が本当に担保できるのかと

いうことを再三念を押されてますので、

その辺を市としましては大阪府と協議し

ながら、どういう整備手法が一番いいの

かということを今、判断していって、一

定の方向は出てる状況でございます。

○藤浦委員長　山本参事。

○山本まちづくり支援課参事　貨物駅移

転についてお答えいたします。

　現在の進捗といいますか、現段階でど

ういうところまで来ているかというご質

問だと思うんですけども、大きな課題で

ありました基本協定書の課題整理という

作業につきましては、先日、ご報告させ

ていただきましたけども、あの時点でま

だ整理できていない項目もございました

ので、引き続きその中身について協議し

ていくというのが残っております。

　それから、その基本協定書を交わしま

したときに、同時に本市に直接かかわる

内容につきまして、確認書というのを交

わしておりますので、その内容について

の整理も現在しておりますので、その報

告もしかるべき時期にしないといけない

ということになっております。

　それから、環境アセスメントの手続に

つきましても、最終段階にはあるんです

けども、最終的な報告書というのがまだ

提出されておりませんので、その提出を
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受けて、またその内容についての報告と

いう事項が残っております。

　それから、着工合意する場合には、文

書の交換が必要だと考えておりますので、

その文書をどういったもので交わしてい

くのかというのも、今、大阪府を交えて

現在検討中といいますか、作業中でござ

います。

　あとは、将来的に摂津市として、どの

ような町にしていくのがいいのかという

ような内容につきましても、ある一定の

段階では報告する必要があると考えてお

ります。

　そのような中身が、まだ残っておりま

すので、年内ぐらいにはもう一度、特別

委員会を開催していただいて、その中で

報告する必要があるとは考えております

ので、一応そのつもりで協議なりを進め

ている状況です。

　それから、百済の地元へいつごろ行く

のかというご質問なんですが、その状況

につきましても先ほど申しましたように、

大阪府も交えて、どうやって確認してい

くのかというのがありますので、それも

含めて、いつの段階で直接地元とお話し

て、どういう状況が確認して、最終的に

どんなまとめがされれば着工合意に至る

のかという協議をまだ引き続きやる必要

がありますので、その時期についても今

後といいますか、今、ずっと詰めていっ

ておりますので、そう遠くない時期には

なると思うんですけども、アセスなり、

基本協定なりが、もうそろそろ終盤に来

ておりますので、そういうことも踏まえ

まして、そう遠くない時期には地元に行

く必要があると考えております。

○藤浦委員長　山本善信委員。

○山本善信委員　千里丘西地区の問題で

すけれども、これは現在のあの状態になっ

てから、もう数年、同じような状態が続

いて、いろいろ先ほど野口委員からの指

摘もありましたように、駅前のいろいろ

な細かい問題も含めて解決していかない

かんことが完全に停滞していってしまっ

ていると。そのとき、そのときの現場で

の対応になっているということを考えま

すと、やはり例えば用地買収ができると

きには、土地収用法を適用してでもやっ

てしまえというようなこととかいう強行

な話もあるわけですが、私権を、もちろ

ん最大、今の法体系の中では、あるいは

事業の進め方の中では、公共事業に関し

ての話としては、それは私権は最大限に

尊重しなければならないということはわ

かるんですけど、そういったことでやっ

てると、今のような状態が続いて、少し

でもその理解を得られないと、無茶でも

何でも理解が得られないと、そのまま前

へ進まないというようなことは、これは

やっぱり公共の福祉に関して言えば、非

常に好ましくないことでもあり、最大多

数の最大公約というか、そういったこと

から考えても今のようなやり方では、ど

うもいけないと。

　仕方がないと言えば、それまでかもし

れませんけれども、いろいろ別の方法な

り、何か新たな方法を考えるなりして、

やってもらわないと、いつまでたっても、

あの状態でことが進まないということに

なりますので、その辺の工夫を今後、ぜ

ひ、何をせよということは、なかなか私

自身もわかりませんけれども、とにかく

前へ話を進めないといけないということ

でもありますので、準備組合にさらに支

援を市の方の行政として強化して進めて

いただけたらというふうにお願いしてお

きたいと思います。

　部分的に、といってそれぞれが勝手勝

手に動かされたら整然とした全体的な整

合性のあるまちづくりというのができな
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いわけですから、やはりその辺、市とし

ては十分その辺のことを考えた上でこと

を進めていただかないといけないという

ふうに思いますので、とにかく積極的に、

もし私権についていろいろとお願いしな

ければならんことがあるとするならば、

もっと積極的にことを進めてほしいとい

うふうにお願いしておきたいと思います。

　それから、南千里丘の話ですけれども、

これも非常に大きなことでもあり、財政

的なことも含めて、あるいはまたそれぞ

れの関係する機関なり、あるいは阪急、

あるいはダイヘンなりの企業もあるわけ

ですから、そういったことについての努

力も、要は市が全体的なまちづくりのこ

とを考えて、やろうとするならば、そう

いったことについてももっと積極的にやっ

ていただきたいと思いますし、この限ら

れた予算の中で具体的に来年度予算に対

して、どうしろこうしろということは私

の方から申し上げられるあれではありま

せんけれども、そういったことについて

も積極的に取り組んでいただきたいとい

うことをお願いしておきたいと思います。

　それから、貨物駅の移転の話ですが、

吹操の跡地の話は、これもやはり問題解

決に当たるべく、とにかく基本協定につ

いて着実にその話を進めていっていただ

いてるようですけれども、やはり早く決

着をつけないといけないというふうにも

思いますので、こういったことについて

も必要な度合いをつけなければならない

問題については、さらに積極的に進めて

いただきたいということをお願いしてお

きます。

○藤浦委員長　ほかにございませんか。

柴田委員。

○柴田委員　先ほど野口委員、そしてま

た山本善信委員からもありました１６年

度の所管の中のことですが、内容だけ見

たら大して聞くというところもないんで

すが、全体に触れて少しお尋ねしておき

たいと思うんですけど、千里丘西地区の

問題、今もいろいろと話も出てますし、

私もこの準備組合の設立以来、ずっとそ

の成り行きを見てきました。

　当初は、東急インですか、キーテナン

トの中心にというようなことがありまし

たけど、それも退散されて、もう大分に

なります。

　常に言うてきたのは、あの西口の持っ

ている背景というのは、どう見ても摂津

の駅ではありますけれども、むしろ吹田、

茨木、箕面、豊中までを含めてでしょう

か、摂津も含めての広域的な市民の皆さ

んのお使いにある駅ではないのかと、私

らもあそこでいつも、駅で街頭演説をす

るわけですけれども、本当にたくさんの

人が訪れられる。むしろ吹田駅の西口よ

りも、千里丘駅の方が多いんではないか

と。こういうふうなことも吹田の議員が

言うとるわけですから、そういう中で今、

暗礁に乗り上げて大きな地権者の方がお

２人おられる。また、それから準備組合

で一生懸命頑張っておられる組合員の方

もおられる。

　そういう中で何とか前へ進めないかん

ということは十分わかるんですが、もう

少し発想の転換をして、あそこを広域的

なまちづくりの中で、できれば北大阪の

発信基地というようなことで大阪府の方

との関連、大阪府の施設なども誘致する

というような考え方がないのか。これは

もう以前からも同じことを申し上げてき

ました。

　そういうことも含めて前向きに、やっ

ぱりもう少しスケールの大きな、夢のよ

うな、夢という言葉は悪いですけど具体

的なものを持ってこないと、今の中であ

の枠の中だけで何とかしようという発想
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の中では、なかなか個々の考え方が交錯

してしまって、前進できないのではない

か。

　大阪府の方が、だめということになれ

ば、そういうことがだめということにな

れば、今、最近少し景気、ちまたも回復

してきておりますし、また民間の方の参

入なども含めて、そういうところへの呼

びかけも、やはり広げていくということ

は大事なのではないか。

　特に地権者の方々の意思も含めて、も

う少し前向きに話をしていくということ、

その辺の調整役にやっぱり市が立ってい

かなければならんのではないか。それで

ないと、このままあの団体をずっと見て

きても、今回、補助金も飛んでしまうと

言うことになりますと、だんだんじり貧

になって、いつの間にか尻切れトンボに

なってしまうんじゃないかと、そんな危

惧をするので、その辺のことはどうでしょ

うかという確認の意味で一言お答えくだ

さい。

　それから、正雀にもどうしても触れな

きゃいかんのですが、正雀駅前整備も支

援事業として今日まで若手育成の中での

まちづくりに取り組んでこられました。

　私は、これはこの前のときにも少し申

し上げて、助役からも、もうそういう時

期が逸していると、新しい時期に入って

きているというようなことをおっしゃっ

ていただいたと思います。

　また、地元の若手の人と少し話をさせ

てもいただきましたが、確かに自分たち

なりに十分な与えられたテーマについて

勉強もし、いろいろと前向きに考えてお

られますし、おるということです。

　しかし、あの人たちだけで、あの正雀

の立体交差もできない状況の中で正雀周

辺のまちづくりをどうするかということ

には限界が来ている。

　また、周辺の整備なども含めて、やは

りここで１つ新しい意味での市民懇談会、

吹田市が岸辺駅前でつくっておりますよ

うな、やっぱり市民懇談会のようなもの

をつくって、本当にあの周辺のまちをど

うするんだというような意見を聞きなが

ら一定の集約をしていくという必要があ

るんじゃないかと。

　これについては、平成３年からやられ

てる正雀のまちづくり懇談会の経緯もあ

りますから、見方によれば同じことを何

回するのかということかもわかりません

が、岸辺などが今、徐々にまとめに入っ

ていく方向で２年目を迎えてる。あの辺

の経緯なども含めたら、やっぱり何か市

民懇談会のようなものでも設置して、や

はりあの町をどうしていくのかというこ

とを考えていく必要の時期に来たんでは

ないのかなと、こういうふうに思うので、

今の若手まちづくりから一歩脱却した新

しい方向へ向くお考えがあるのかどうか、

そういうこと。

　それから、南千里丘の問題で先ほども

山本善信委員からも、野口委員からもい

ろいろと出ております。私も、あそこは

市長もおっしゃっているように顔だとい

うことで、何としても事業としては達成

していきたいという方向で今、努力して

おられるということは十分理解しており

ますので、このことについてはいち早く、

やはりその方向だけでも示していかない

と、市民の人からは、ほんまにあそこに

駅ができるのか、あそこはどないなるの

かと、何か長いこと言うてるけれども、

というようなことを再三聞きますし、我々

も具体的に答えられませんので、流れと

いうか、方向だけは少し言うてますが、

もうその辺の結論が出る時期に来たので

はないかと。

　それともう１つは、私はやっぱり、あ
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そこの開発も含めてですけども、連続立

体交差化というのが最後に残る２ステー

ジですね。これが一番、摂津のまちづく

りの中で大きな要になっていると思うん

です。

　先ほど、粟屋次長から、大阪府の方の

事業だと、そして国の補助対象になると

いうことで、過去には、正雀のときもど

うしても駅前の再開発と、周辺再開発と

セットでなければ認めてもらえないと。

それに近い答弁があったように思うんで

す。

　私は、やっぱりそういうことでないと

認められないということで、市民にも説

明もしてきております。その中で南千里

丘の開発はセットものですよという説明

もしております。

　そこで、ちょっとお尋ねするんですが、

連立だけでの事業で周辺で認可がされて

行われたようなところが、この大阪府下

であるんでしょうか。周辺整備はなしに。

　連立だけで私は整備が絶対いけないと

いうことじゃないでしょうけども、国の

方の補助対象事業としては、やっぱりセッ

トにしてもらわないと、ただこれだけと

言われたら、それは全国にたくさんの要

望も出てくるでしょうし、そういうため

での１つの流れとして、そういう方向を

国も出してきてるんではないのかなとい

うふうに思うんですが、その辺もあれば

聞かせておいていただきたい。

○藤浦委員長　土井課長。

○土井まちづくり支援課長　それでは、

千里丘西地区についてお答えさせていた

だきます。

　柴田委員からのご質問のとおりやとい

うふうに認識しております。やはり進め

ていく中には、何を持ってくるかよりも、

やはり合意形成が一番大事なのかなと。

合意形成をやったあとで、どんなまちづ

くりにしていくのかなと。その一番前段

階の、今は合意形成かなと。

　また、あの地域、まだ再開発区域の計

画決定されたところじゃないということ

もあると思います。その中で、いろいろ

と問題があって進んでないのも事実なん

ですけれども、これから個人開発を進め

ようという方もおられますんで、個別に

なっていってしまうと、また今の段階で

は個別開発が出てきても止めれるような

状況でもないという形なので、しっかり

準備組合の方とも話し合いをしていただ

いて、おかしな形での開発がならないよ

うに努力していきたいというふうに考え

ております。

　正雀駅前整備につきましては、確かに

若手もいろいろ支援してまいりまして、

当初は再開発事業という目的の中で進ん

でおりました。いろいろ経済状況等、バ

ブルの崩壊とかありまして、再開発とか

ハード系の事業というのは、なかなか今

の若手のメンバーで担っていくというの

は非常にしんどい状況であるというのは、

繰り返し言います。

　ことしに入ってなんですけれども、当

初、平成４年にいただきました提言書の

ときに、委員になっていただいた方を個

別にちょっとお話も伺っております。正

雀、どうでしょうねと。あのときは、再

開発を基本とした提言をいただきました

けれども、少々変わってますよというよ

うな形の中で、いろいろお話もさせてい

ただきました。

　各委員さんも、それぞれ年をとられて、

今ちょっと、しんどいなというご意見も

いただいております。その中で、お話も

ありましたように、今、若手をやってお

るのは、どちらかというと商業活性とい

うのが中心になってます。正雀地域を見

ますと住宅もありますし、商業だけはな
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いというふうに考えてます。

　やっぱり、商業以外でハードにやって

いくにも市の財政とか、また合意形成な

どで、あそこ、再開発で根本的に変える

というのは非常に難しい状況であると思

いますけれども、じゃあ正雀があのまま

でいいのかというのは、確かに疑問にあ

るところやと思ってますんで、吹田でも、

まちづくり懇談会、岸辺でやられており

ます。それも参考にさせていただきなが

ら、商業だけじゃなくて、正雀地域の考

えるそういう話し合いの場というのは、

やはり必要でないかというふうに考えて

おりますので、今後、その場づくりに対

して、ちょっと検討していきたいという

ふうに考えております。

○藤浦委員長　粟屋次長。

○粟屋都市整備部次長　それでは、連続

立体交差化事業についてご答弁申し上げ

ます。

　先ほども申し上げましたけども、連立

の採択要件、国を含めての採択要件でご

ざいますが、これは１つは交差する道路

などの交通に関する問題が１つございま

す。

　それと、２点目といたしましては、委

員ご指摘のように、まちづくりに関係す

る要素、この２つを組み合わせた中での

採択要件となっております。

　そうしたことから、新駅を含む南千里

丘のまちづくりにつきましては、非常に

有利であると考えております。

　先ほどもご答弁しましたけども、大阪

府での平成１７年度の新規の分、これは

事業の調査が採択されておりますけども、

これにつきましても寝屋川市ではある一

定、規模まではお聞きしておりませんけ

ども、ある一定のまちづくりを計画され

ていると伺っております。

　過去におきます連立の完成の箇所。ま

た、今現在実施されてます箇所につきま

して、まちづくりを合わせてしてるのか

ということについて、ちょっと申しわけ

ないんですけども、そこの確認はできて

おりませんので、またこれは改めてご報

告申し上げます。

　それともう１点でございますけども、

鉄道事業者であります阪急電鉄、これは

受益分を負担していただくということに

なります。そうした中で、今現在考えて

おります大正川から山田川の間では、今

の現状では駅がない状態でございます。

そうした中での阪急としては協力が得づ

らい状況でございます。ただ、新駅が設

置されますと、阪急もそれを非常に協力

的であるというふうに伺っております。

○藤浦委員長　柴田委員。

○柴田委員　要望というか、もう、これ

以上詰めても、今、鋭意努力している途

上ですから、私も詰めることはいたしま

せんが、だれが見ても千里丘西にしても、

正雀にしても、それから今の南千里丘の

開発にしても素朴な疑問というか、考え

を持たれると思うんですよね。

　だから、私、申し上げましたように、

やっぱりスピーディという時代ですね、

今は。だから、私も公約の中で、できる

だけスピーディに物事を解決していくと。

そういうことから我々の事業は、１つ起

こしたら、もう１０年２０年は当たり前

ですよというのは通例になってますけれ

ども、できるだけ早い時点でイエスかノー

か、やっぱりそういう見極めをつけてい

くということも大事なことではないのか

なと思います。

　そういうことで、以前に岡山に行った

ときに再開発の中で県が文化会館を持っ

てきて、その周辺整備ができたという事

例もあり、我々も勉強をさせてもらいま

した。そういうことも含めますんで、ひ
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とつこの３点について、これからひとつ

市の大きなプロジェクトの課題として取

り組んでいただくようにお願いだけして

おきます。

○藤浦委員長　木村委員。

○木村委員　南千里丘開発の問題ですけ

れども、先ほど来、いろいろ議論されて

おりますけど、平成１２年に主要事業の

考え方ということが示されて、その中で

やっぱり事業計画については１２年６月

に予定をしております。ということから、

ずっと進んでまいりまして、最近では１

７年の晩秋に一定の考え方を示していく

ということで、町にはジングルベルが鳴っ

ておりますし、歳末商戦も始まってるし、

そういう点では、もう師走に入ってまい

りました。

　そういう状況の中で、この問題、私は

やはり南千里丘の開発の問題は賛否両論

ありますけれども、やはり産・官・学を

含んだ大きな２１世紀の都市核としての

まちづくりという点では、直近支出をで

きるだけ抑えてやっていくということに

ついては大いに進めるべきだという考え

を持っておりますけれども、これは当初、

旧の都市基盤整備公団等も巻き込んだ中

で、国の予算もいただきながら今日まで

進んでまいったわけですけれども、やは

りそういう公団もなくなってしまいまし

たし、そういう点では今後どういうふう

に進めていくという大きな問題は、ＰＦ

ＩとかＳＰＣとか、いろいろありますけ

れども、やはり各論の問題よりも、やは

り入口の基本の問題で解決すべき問題が

たくさんあると思うんです。

　その中で、とりわけやらなければなら

ないのは、地権者でありますダイヘンの

意向というのが一番大事ですし、そうい

う点では阪急もインフラ整備ができるか

ということについて大いに疑問を持って

おりますし、そういう点でダイヘンのあ

の事業用地を提供してもらえるというこ

とは大きな前提になってきますし、そう

いう点では、その土地の価格問題が今日

まで交渉されてこられて解決可能な範囲

の差なのか。あるいは、もう、今のとこ

ろ全く話にならないというような差であ

るのか、その辺のことをやっぱりお聞か

せ願わないと、各論に入る前に、そこで

解決しないと、各論に入っていけません

し、その辺の今後の見通しについて、こ

れは最終段階に来ておりますし、一遍、

助役の方からその辺の今の現状の交渉の

経過等について聞かせていただきたいと

思います。

　もう１点は、千里丘西地区の再開発。

これは、千里丘の再開発というのは東と

西が有機的に結合するということは、大

いに再開発の意味が出てくると思うんで

すけれども、東は完成をして、その後、

西の再開発が難航しておりますけれども、

どちらもやはり第一地権者の協力が得ら

れないということが大きなネックになっ

てまいりました。

　しかし、そんな中で東については第一

地権者の協力がない中で、一応ああいう

形で完成をしてまいりました。

　西の再開発の地権者であります第一の

地権者、これも相変わらず非協力的とい

う状況の中で、準備組合として市として

もある程度、予算的な補助もしながら今

日まで来ましたけれども、準備組合とし

ては１．５ヘクタール全体の再開発をやっ

ていきたいという意向ですけれども、そ

の中で第一地権者も協力できない、ある

いはまた第二の地権者は独自でもやると。

しかも、ある程度具体的に予算的な裏付

けも持ちながら第二の地権者は再開発を

独自でやっていこうという意向を持って

おられます。そういう点では、三者三様
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の大きな食い違いがある中で、この再開

発は、とてもやないけども前へ進んでい

かないというのが私は現状だと思うんで

す。

　そういう点では、今のこの時点で一番

やらなければならないのは、やはり政治

決着、今までの行政、準備組合という形

だけではなしに、あるいはそこに入って

くる大きな政治的解決が今、求められて

おるのではないかと思うんですけれども、

その辺のことについて一遍、市の方とし

ての現状の考え方。そうでないと、西地

区の再開発はとても進んでいかないと思

います。

　それともう１つ、ＪＲ貨物の問題です

けれども、これはもう要望にしておきま

すけれども、先ほど来、野口委員の方か

らも質問がありましたように、今まで井

上一成市長の時代に覚書を交わしたこと。

このことは、もう全くないがしろにされ

て今日まで来たんですけども、私も本年、

ＪＲ貨物及び支援機構との話し合いの中

に参加をさせていただいて、ＪＲ貨物と

してこの覚書は単なるメモ、覚書という

ふうに認識されておるのか。私は、やは

りこれは紳士協定だと思っているという

ことで詰めていく中で、１１月から出入

りをさせない。野口委員もおっしゃった

ように、今まではなぜ、それができなかっ

たのか。

　茨木側の交差点の改良もできない中で

１１月からとめられるんであれば、もっ

と早くそういうことができるということ

だと思うんです。そういう点では、吹操

跡地の車両の問題につきましても、大型

混入率の問題、これは大きなやっぱりア

セスのネックの問題だとは思うんですけ

れども、今のところ十三高槻線には車を

出さないということは言っておりますけ

れども、この鳥飼の貨物基地の西の出口

の今日までの取り組みを見ますと、やは

りそのことを本当に守っていけるのかど

うかということの確信が私たちは持てま

せん。

　そういう点では、今後やはり十三高槻

線も摂津の正雀工区も来年３月ごろには

動いていくんではないかというふうに府

の方からも内々にお聞きしておりますし、

そういう点では、用地買収もほとんど、

ほぼ９０％以上終了している中で事業が

進んでいくと思います。その中で、地元

の合意の中で言われてきた、そういう車

両の通行量の問題、アセスの問題等につ

いて、きっちり守っていってもらうよう

に、これは今後の機構、あるいは吹田市、

摂津市との話し合いの中で、このことは

強く要望していただきたいということは、

これは要望にしておきますけれども、千

里丘西地区の再開発、あるいは南千里丘

の問題について、ご答弁願いたいと思い

ます。

○藤浦委員長　北野理事。

○北野市長公室理事　ダイヘンの今後の

見通しと用地確保の問題についてでござ

いますが、今現在、ダイヘン、阪急に対

しましては、本市の構想につきましてお

示しをさせていただきながら、おおむね

その構想につきましては理解をいただい

ておるところでございます。

　ただ、ダイヘンにおきましては、いろ

いろと企業の諸条件の整備という関係で、

今、社内的にもいろいろと議論されて詰

めていただいていると、我々、理解して

おるところでございますが、先ほどご指

摘のありましたように、その用地価格の

問題が今現在引っ掛かっておるところで

ございます。

　通常、我々は用地を売却するに当たっ

ては、当然、鑑定でもって売却するのが

通例でございますが、やはりダイヘン、
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企業としましてはリーズナブルな価格と

いうのは、あくまで市場性をとらえてお

りまして、なかなかその市場性の価格と

いうのは限度がございません。

　我々、基本的にその土地の売却に当たっ

ては鑑定でもって一定のラインは見える

んですけども、やはり市場性を言われま

すと、なかなか我々に対して見えない部

分が出てきます。こういった状況の中で

現在、ダイヘンに対しまして複数の企業

からオファーがある。かなり、我々の鑑

定よりはるかに高い価格でもって購入す

る希望があるということも言われており

ます。そういった状況の中で現在、その

公募にするのか、あるいはＳＰＣでもっ

て、その整備をしようとして用地買収に

取り組んでいくのか、いろんな議論がご

ざいますが、ダイヘンといろいろと協議

する中では、基本的にはＳＰＣでもって

現在取り組んでいってるというふうな状

況でございます。

　ただ、ＳＰＣがそのダイヘンの価格が

ある程度見えなければ、そのＳＰＣの組

成という部分につきましてもできないと

いうふうな状況でございます。

　そういった状況の中から、我々として

も事業スキームがなかなか組めない、こ

ういった状況が現在発生いたしておりま

す。これらにつきましても、やはり晩秋

にという話もございます。これからも鋭

意、ダイヘンと調整を図りながら、その

価格面につきましても、あるいは諸条件

につきましても詰めてまいりたいなとい

うことを考えております。

　しかしながら、やっぱり用地の価格に

つきましても限度が我々あると思います。

ただ、ＳＰＣを組成されてもダイヘンが

仮によそのデベロッパーに売却されるに

あたりましても、そしたら本市のまちづ

くりができるかということに対しまして

は、なかなか難しい状況でもあるという

ふうなことも考えますと、非常にこれか

ら難しい状況が追い込まれてくるという

のは、これは現実かと思います。

　こういった状況の中、十分、ダイヘン

ともこれからいち早く調整した中で一定

の目途としては、もう少し時間をいただ

きながら進めてまいりたいというふうに

考えております。

○藤浦委員長　小野助役。

○小野助役　今、北野理事が申し上げた

中身なんですが、追加いたしたいと思い

ます。

　それで、確かに私、晩秋と申し上げて

まいりました。それで、私どもとして一

日も早くトップ会談をということもダイ

ヘン側には伝えております。

　ただ、向こうのトップも１２月の上旬

までは海外に行って、帰ってこられない

という事情もありまして、帰ってこられ

るのが１２月の上旬過ぎということも聞

いておりまして、いずれにいたしまして

も余り長く待たせないということを考え

てます。

　やはり一定の結論は、つけるべき時期

に来てるというようには考えてます。た

だ、今、北野理事が言いましたように企

業側としての考え方は役員全体の同意が

要るんですと。それから、株主に対して

説明責任を果たせる額でなければという

ことも言われてます。プラス地域貢献、

社会貢献、市貢献もしたいと。

　しかし、鑑定価格なんていうのは、も

う、論外であると。これは民間ベースで

すから、完全に民間ベースのＳＰＣ、特

別目的会社がどうするかということです

から、その辺のところの形があります。

　本市は本市で、やはり今日まで進んで

きた市民への説明責任、議会への説明責

任があるということを申し上げておりま
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した。

　それで、ＳＰＣについては、やはり私

どもがこの前の協議会でお示しした、あ

のまちづくりに対しての非常な興味と関

心と、そのＳＰＣに参加する企業体が来

ると思いますが、そのときにまさしく４

万６，０００平米のダイヘン用地の単価

によって、その事業計画、それから資金

計画、事業の成否ということは民間ベー

スで考えてますから、そこのところの部

分との最終的な考え方になると思ってま

す。

　具体的な額は、今、我々の資金じゃあ

りませんので申し上げられないんですが、

一応ぎりぎりのラインで我々としての民

間がこれぐらいならいけるだろうという

ことは最終的に示した上で、私はダイヘ

ンとして１２月中には解決しなければな

らないのではないかと。

　晩秋と申しておりましたが、と申しま

すもう１つは、これはＰＦＩ事業のとき

にも最終決断したんですが、三セクの反

省から、こういう大きなまちづくりにす

るときに責任の所在関係もありますが、

そのときに法的に責任の所在なり、分担

なり、役割なり、リスクが出た場合、ど

う負担するかというのは法的な整備をし

なければならないことがあります。

　そうしますと、これはここまでいくと

きには来年の予算にお願いしなければな

らない。来年の予算には、当初予算でお

願いしていくと。そうしたときに、この

まちづくりは一体どうなっているのかと。

そこのところの解決もしないで、前に法

的な成立を含めてどうなるのかというこ

とも考えてまいりますと、１月の中頃に

は完全に予算は閉まりますので、もちろ

ん議会全体とお話せなあきませんが、そ

このところの部分が一定の解決を予算化

しなければ駅の２１年開業は、もうこれ

は無理だという判断をしなければならな

いというように考えてます。

　もちろん阪急の方にも駅の問題という

のは、当然、時刻表の改正があるとか、

いろいろ聞いておりますし、費用負担に

ついても阪急の負担もありますし、だか

らそういうことの中で、まずそこのとこ

ろで考えますと、来年予算に一定のそう

いうことをしなければならないというこ

とでありますし、もう１つは今言いまし

た単価そのものに対してダイヘンは、企

業側として地域に対する地域貢献として

どういう判断をしていただけるのかと。

私どもも、そう無茶は言えない額でＳＰ

Ｃになろうとする企業としての単価的な

ものについては、これは我々はコマーシャ

ルベースでそういう話をしてもらって、

我々はこっちへ置いててもらう努力は市

としては責任を持ってやらなければなら

ないというところでありまして、木村委

員がおっしゃるように、そう時間はない。

　晩秋だから、来年の３月までかと、そ

うではないなと。これは予算の問題もあ

りますし、予算に入れられなければ１年

遅れると。ということは、２１年の駅開

業は、これは完全に１年遅れるというこ

とも考えますと、私はことし、今年には

結論で、いくか、それとももう撤退をす

るか。このまちづくりから撤退をするか

ということに、私、助役としては今そう

いう判断のもとで努力をしておるという

状況でございます。

　それから、千里丘西地区の問題ですけ

ども、今まで議論があって、今後ひとつ

考えなきゃならないのは、私はまた１つ

残っておるのは、やはり２地権者のうち

の１人の方、先ほど野口委員がおっしゃ

られた方は、今一度、やはり過去の経過

から見て、私はその方が準備組合の全体

を集めてほしいというか、そこで一遍説
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明をされる必要があるんじゃないかと思

うんです。

　それから、いろんな言葉が飛んでます。

個人開発や何か、私もそれは知ってるん

です。だから、そういう意味では今の理

事長とだけではなくて、一度地権者全体

の中で、私が提案したいのは、そこに行

かれて自分なりに考えておられるまちづ

くりは、こうだということも言ってもら

わなあかんなと。

　それから、決算で申し上げますと、こ

の図面を見ましてもＪＲの西口からの大

きな駅前広場があります。３８年に都市

計画決定、ここから右側に向けて大きな

道がある。この買収たるや、すごいもの

であります。

　例えば、このことについて市がこれだ

けのものをつくりましょうということで

あれば必ず呼び水で動くと思います。し

かし、それがまだ言えない状況でありま

すから、私はこのＡブロック、Ｂブロッ

クの中でポイントを絞ってやらないとトー

タルでものが言えないんじゃないかと。

　２つありまして、１つは千里丘ガード

拡幅終了したときに西地区の現状との格

差は、すごく出るということは、これは

もう理解してます、１つは。

　それからもう１つは、必ずガード拡幅

終了と整合性を合わさなあかん、これも

理解してはるんです。これはもう問題な

く理解してはるんです。すごい格差がで

きるなと、これは。

　そうなってきますと、私はＡブロック、

Ｂブロックでもう一度、市として全体を

求めないで、一部、理事長も言われてる、

地権者も言われてる、一部そこを見せて、

そして将来こういう町になるんだよとい

うようなことで、そこを絞り込むという

ようなことも１つ、本当に一定の結論を

持って議会とも相談しなければならない

のかなと。

　特に３８年の都市計画決定、この問題

をどう処理するかということも、これ大

きな私ども都市計画決定の変更は、そう

簡単ではない中身ですので、この辺のこ

とも含めて、そういう意味での私、政治

的な一定のトップ判断を含めた、一定の

判断をした中で議会とも相談する中で地

権者とも話をするという、そういう形の

流れを持つべきなのかなというように思

います。

　基本的には、申し上げた、もう一度、

準備組合の全体の中で開発される方の、

私、これはちょっと提案しなければなら

ないなと、非常に見方が相当輻輳化して

いることを私は聞いておりますので、そ

んなことも考えながら具体的な回答には

なりませんが、お答えもできませんが、

そのことも考えながら、今一度、内部で

十分な議論をしてみたいなというように

思っております。

○藤浦委員長　木村委員。

○木村委員　南千里丘の問題は、晩秋と

いう期限を設定した、今、まさに助役が

答弁をされましたように摂津市の来年度

予算に向けての期限ですから、これは全

く阪急とかダイヘンの意向とは、やはり

矛盾する部分が出てくるわけです。

　当然、個人としても、企業としても、

自分の土地をいかに高く売るかというこ

とは大きな問題ですし、とりわけダイヘ

ン、株式会社となれば、やはり株主もい

らっしゃるし、そう無茶苦茶な値段で売

却すると株主から訴訟を起こされるとい

うような問題も出てこようかと思います

し、そういう点ではダイヘンの方で今の

ところ最終決断をする責任者が海外へ行っ

ておられて１２月上旬まで帰ってこられ

ないということであれば、やっぱり帰っ

てこられて、社としての一定の意思統一
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をしてもらうという時間は必要だと思い

ますから、そういう点ではいつまでにや

らなければならないという事業では、私

はないと思いますし、諸般の情勢が整っ

てこそ初めてできる計画ですから、そう

いう点ではダイヘンとの交渉を再度詰め

てもらうということが大事だと思います

けども、私の感じでは、やはり今、民間

企業、とりわけああいう広大な土地を大

手のマンション開発業者が大変注目をし

てますし、先ほど答弁でもオファーがあ

るということですから、当然、私はそう

いうことも起こり得ると思います。

　そういう点ではダイヘンとしても、摂

津市のまちづくりに貢献することが大事

なのか。企業としての、その土地の付加

価値をどう加えていくかということが大

きな問題ですし、どっちかというと後者

の方に、私は最終的には傾いてしまうの

ではないかと思いますし、もう、そのと

きにはこの南千里丘開発は、市としては

断念せざるを得ないという状況に来てお

りますので、ダイヘンの方で最終責任者

の方が帰ってこられて、一定の方向を出

されたときには、粘り強く交渉すること

も大事ですけれども、やはり一定、市と

しても決断をするということが求められ

ておるのではないかと思います。

　そういう状況を十分踏まえて、今後、

ダイヘン等の交渉を進めながら、この計

画について進めていっていただきたいと

思います。

　それともう１つは、千里丘西地区の再

開発の問題は、今、答弁がありましたよ

うに、これ準備組合としては１．５ヘク

タール全体をやりたいということに固守

されますと、これはまた第１地権者の協

力が得られないということになれば相当

先の話になってまいります。そういう点

では、やはり西と東を結合させるために

は、何らかの形で西の再開発をやってい

くということが必要だと思いますし、準

備組合との話も、やはりそういうことに

こだわるんではなしに、とりあえずやは

り第１段階として、どういう町をつくっ

ていくかということについて第２の地権

者と準備組合とが十分折り合いをつけて

いけるような話の場をこれから持ってい

くべきだと思いますし、そういう点で行

政もこの中に入っていって橋渡しをしな

がら、この西地区の再開発事業について

取り組んでいくということ、両方とも要

望にしておきます。

○藤浦委員長　ほかに質疑はございませ

んでしょうか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○藤浦委員長　ないようですので、これ

で質疑を終わります。

　暫時休憩いたします。

（午後０時　９分　休憩）

（午後０時１０分　再開）

○藤浦委員長　再開します。

　討論に入ります。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○藤浦委員長　討論なしと認め、採決し

ます。

　認定第１号所管分について、認定する

ことに賛成の方の挙手を求めます。

（挙手する者あり）

○藤浦委員長　賛成多数。

　よって、本件は認定すべきものと決定

しました。

　これで、本委員会を閉会いたします。

（午後０時１１分　閉会）

－�30�－



委員会条例第２９条第１項の規定により

署名する。

駅前等再開発特別委員会

委員長　　　藤　浦　雅　彦

駅前等再開発特別委員会

委　員　　　　木　村　勝　彦

－�31�－


